
※詳細については、綾部市共同募金委員会（TEL43-2881 FAX43-2882）までお問い合わせ下さい。
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　この取組は、市民の皆さまからお寄せいた
だいた募金を財源に、誰もが住み慣れた地
域で安心して暮らせる福祉のまちづくりを推
進するため、地域を良くしていこうと活動する
ボランティア団体や福祉団体を応援するもの
です。

【対象団体】
　綾部市内で活動する社会福祉法人や特定非営利活動法人、地
区福祉推進組織や自治会等の地域団体及び福祉団体やボランテ
ィア団体とし、共同募金運動に積極的に参加できる団体。

【対象経費】
　上記の事業実施にかかわる会議費、事務費、資材費、通信費、備
品購入費、市外旅費その他事業実施に必要な経費。
　※ただし、飲食費、修繕費、人件費は対象外です。
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【対象事業】
　社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画に資する活動、小
地域での地域福祉推進のための活動、地域福祉を目的とした事業
　※対象外となる活動…宗教、政党、組合などの目的を達成する手
段として行う事業及び構成員の互助共済を主たる目的とする事業、
営利のために行っているとみなされる事業など

●申請期限 　令和5年6月16日（金）

●助成額　 1団体　10万円を限度

令和 5 年度赤い羽根共同募金公募助成事業


